
医道審議会医師分科会医師臨床研修部会議事次第 
( 臨床 研各 にかかる修了基準等について 湧 3% 

平成 1 7 年 4 月 1 3 日 ( 水 ) 

] 6 時 0 0 分～ 1 8 時 0 0 分 

厚生労働省 省議室 

O  開 会 

O  議 事 

1 . 医師臨床研修の 修了基準等について 

2. その他 

O  閉 会 

資 料 

1 . 臨床研修における 中断・ 未 修了について 

2. 臨床研修修了に 関する論点整理 ( 案 ) C 議論未了部分 ) 

3. 臨床研修修了基準等 ( 骨子たたき台 案 ) 

参考資料 

・臨床研修医在籍状況の 推移 



抑 
臨床研修における 中断・ 未 修了について 

「 旧制度における 事例 

， 2 年の研修期間の 中途で研修を 中止した事例 

・概ね頻度の 高いと思われるものから 順番に記載。 

(1) 修了期間を待たずしての 就職 ( 病院常勤 医等 ) . 進学 ( 大学院等 ) 

例 : 2. 年間の研修修了予定日が 4 月 30 日であ ったが、 4 月「日付で他 院へ 

の就職または 大学院入学 

(2) 精神的な問題 : 精神疾患を含む 

例 : 出勤不能となった 

(3) 他の臨床研修フロ ダ ラムへの変更 

例 : 内科の過密ローテーションについて 行けず皮膚科ストレート 研修に変更 

(4) 臨床医としての 適性の問題 

例 : 臨床医として 不向きであ るとして研修を 中止した。 その研修医は 自分で 

他の研修病院に 移った。 

例 : 市中の病院でうまくいかず、 依頼元の大学医局に 戻した。 

(5) 妊娠・出産・ 育児 

(6) 研修継続を困難とするような 傷病 ( 精神以外 ) 

例 : 交通事故による 大腿骨複雑骨折 

(7) 進路変更 ( 基礎医学系等への 転向 ) 

例 : 患者との人間関係がどうしても 築けず、 病理へ転向した。 

(8) 海外留学 

(9) 配偶者の都合 ( 例 : 転勤、 病気など ) 

(10) 結婚による退職 

(11) 死亡 ( 交通事故等 ) 

(12) 自己都合 ( 理由不明 ) 



2  医師としての 適性を欠くと 考えられる事例 

(1) 社会性の欠如又は 医療現場に不相応 

・医療安全の 確保ができない 

・患者及びその 家族とのコミュニケーションがとれない 

・プライバシーへの 配慮ができない 

・職場での人間関係が 築けない ( 協調性がない ) 

・遅刻、 無断欠勤の常習 

(2) 法令・規則が 遵守できない 

・犯罪行為 ( わいせつ、 麻薬等 ) 

・院内での迷惑行為 

(3) 重大な傷病の 罹患 

・長期にわたり 治療に専念する 必要があ る疾病 

・大怪我 



3. 臨床研修実施病院アンケート 
新制度における 中断・吏人事例に 関する回答状況 (17.4.1 現在暫定集計 ) 

[ 集計結果 ] 
研修の申 断 事例 中断者の 

区 分 中田 勧告 愛人事例 

臨床研修病院 24   Ⅰ 8 

大学病院 29 0 Ⅰ 5 

合計 53   33 

[ 研修の中断 : 研修医からの 申し出 ] 

病気庭の事情に 本人又は家研修内容 不満進路変更 妊娠，出産 ・育児 その他 不明 合計 

臨床研修病院 8 5 3 0 2 3 3 24 

大学病院 6 7 4 3   2 6 29 

- 一 - - Ⅰ 十 14 Ⅰ 2 7 3 3 5 9 53 

[ 研修の中断 : 病院からの勧告 ] 

臨床研修病院 : ] 



轄 
臨床研修修了に 関する論点整理 ( 案 ) C 議論未了部分 コ 

0  評価結果 ( 未 修了、 中断 ) に対する不服があ る場合の取扱い 

① 末 修了や中断という 評価に不服があ る場合の取扱いをどさするか。 

② 研修医の自己評価と 指導医の評価が 乖離した場合が 問題であ る。 指導医の評価が 自己 

評価より低く、 評価への不服・ 不満があ る場合、 処理をどの様にするのかが 問題であ る。 



囲 
臨床研修修了基準等 ( 骨子たたき台 案 ) 

第 Ⅰ 修了の評価・ 認定についての 基本的な考え 方 

Ⅰ 研修プロバラム、 指導体制については、 臨床研修病院指定の 際に地方厚生 居 によってすで 

に 評価されているので、 今回は研修医の 評価のみを対象とすべきではないか。 

2  臨床研修病院指定時に、 到達目標達成可能ということでプロバラムは 認定されているので、 

きちんとプロバラムをこなすことができれば 修了を認めるべきではないか。 

3  プライマ リ ・ケアの修得を 目指し、 柔軟性をもった 全国共通の評価基準の 設定が必要では 

ないか。 

4  評価方法としては、 研修中は形成的評価によりフィードバックをかけることが 大切。 その 

上 で最終的に総括的評価を 行い、 修了認定に当たっては 絶対評価とすべきではないか。 

5  到達目標の達成についての 評価と病体などによる 欠席期間についての 評価の 2 つに分ける 

べきではないか。 

6  研修医に対する 評価については、 各分野における 評価については 担当指導医が、 研修期間 

を通じた評価についてはプロヴラム 責任者が行い、 最終的な評価を 研修管理委員会が 行 う 。 

研修管理委員会の 評価に基づいて、 単独型・管理型病院の 管理者が臨床研修の 修了を認定す 

る。 

評価・認定等における ぬ弟 2 関係者の役割 

「 指導医等 

① 指導医は、 担当分野における 研修期間中、 研修医ごとに 臨床研修目標の 達成状況を把 

握し 、 担当分野の研修期間終了後に、 研修医の評価をプロバラム 責任者に報告すること 

となっている。 

② 指導医のみならず、 研修医のすぐ 上の医師やコメディカルからの 評価も重要。 指導医 

はこれらの職員とよくコミュニケーションを 取りそれぞれの 評価を把握した 上で、 責任 

を持って評価を 行 う べきではないか。 

③ 指導医 は 研修医とよくコミュニケーションを 取り、 評価に大きな 乖離が生じないよう 

に努めるべきではないか。 

④ 研修医による 指導医の評価を 行うことも、 指導医の質の 確保、 向上のための 一方策で 

はないか。 

2  プロヴラム責任者 

① プロバラム責任者は、 研修医ごとに 臨床研修目標の 達成状況を把握し、 研修プロバラ 

ムにあ らかじめ定められた 研修期間の終了時までに、 全ての研修医が 臨床研修の目標を 

達成できるよ う 、 全研修期間を 通じて研修医の 指導を行 う とともに、 あ らかじめ定めら 

れた研修期間終了の 際に、 研修管理委員会に 対して、 研修医ごとに 臨床研修の目標の 達 

成状況を報告することとなっている。 

② プロバラム責任者は、 定期的に各研修医の 研修進捗状況をチェック し 、 指導医に ブイ 

一 ドバックするべきではないか。 

3  研修管理委員会 

① 研修管理委員会は、 研修医の管理及び 研修医の採用・ 中断・修了の 際の評価等、 臨床 
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それ以外の理由の 場合と同じ扱いにしてはどうか。 

(2) 休止の期間についての 基準を決めるべきではないか 

① 到達目標を達成するという 前提で、 研修期間 (2 年間 ) を通じた休止の 期間の上限は 

9 0 日 U 土日、 祝祭日は含めない ) としてはどうか。 年次休暇を含めるか 否か。 

② 基本研修科目、 必修科目それぞれについて 最低履修期間を 設けるべきか 否か。 

( 案ェ ) 最低履修期間を 設ける 

(1-1) 通知の通り各分野 1 月以上とする 

(1-2) その他 ( 基本研修科目あ るいは内科のみ 最低履修期間を 長くする等 ) 

( 案 2) 最低履修期間は 設けない ( 到達目標さえ 達成すればよい ) 

③ 休止の理由については 医師の診断書を 出させる等して、 有給休暇とは 別のものであ る 

ことをプロバラム 責任者 ( 研修管理委員会 ?) がきちんと判定すべきではないか。 

(3) 休止の補習についての 基準を決めるべきでほないか 

① 全体として 9 0 日を超えて休んでしまった 場合には 未 修了とし、 9 0 日を超えた日数 

分以上の日数の 補習を行うべきではないか。 ただし、 この場合は次年度の 研修生と一緒 

になるので、 指導医 i 人 当たりの研修医数や 研修医 1 人当たりの症例数などが 十分確保 

できるような 配慮が必要ではないか。 或いは特例を 認めるか。 

② 全体としては 9 0 日以下の休止であ って基本研修科目又は 必修科目で最低履修期間に 

欠ける場合には、 時間外の日時や 選択科目の期間を 利用して吸収し 2 年間で到達目標が 

達成できるようにするべきではないか。 

2  到達目標 (m 師 としての適性を 除く ) の 到達度の評価 

① 到達度の評価は 総括評価。 2 年間を通じ、 少なくともすべての 必修項目について 目標 

を達成したか 否かという観点で 評価を行 う べきではないか。 

② 個々の項目については、 安全性の確保に 十分留意した ぅ えで柔軟性のあ る到達度を設 

定し、 最終的には成績の 良し悪しではなく、 あ るレベルに達しているという、 絶対評価 

を行 う べきではないか。 

3  医師としての 適性の評価 

の 医師としての 適性を欠くというのはかなり 慎重に判断する 必要があ る。 手順をきちん 

と 決めるべき。 病院覚の者の 意見などもあ った方がよいのではないか。 

② 「医師としての 適性を欠く」場合について、 患者とのコミュニケーションがとれない 

場合、 犯罪を犯した 場合、 傷病の場合等、 想定し得るケースについて 検討する必要があ 

る だろう。 その上で、 復活の可能性を 残すのか否かほついて 議論すべきではないか。 

③ 医師として適性を 欠く場合、 必要に応じ大学に 卒業させた理由を 聞くべきではないか。 

第 5  未 修了 

1  基本的な考え 方 

① 未 修了は研修期間内に 研修を修了することができず、 原則として引き 続き同一病院の 

プロバラムで 研修を行 う こととしたもの。 

2  未 修了 

① 未 修了の生じる 場合、 本人が医師としての 不適格者であ る場合をのぞき、 研修医のみ 

ならず、 研修プロバラム 側や指導医に 責任のあ る場合もあ る。 原則として、 プロバラム 

側には全員修了させる 義務があ る。 
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② 末 修了となった 場合、 それを到達させるための 研修プロバラムを 地方厚生 居 に提出さ 

せる必要があ るのではないか。 

第 6  中断 

]  基本的な考え 方 

① 中断 は 病院を変更して 研修再開することを 前提としたものであ り、 原則として同一病 

院で再開する 場合にはあ てはまらない。 

2  中断 

① 中断の理由としては「医師としての 適性を欠く等研修医が 臨床研修を継続することが 

困難であ ると認める場合」と「研修医の 申し出」の 2 通りあ る。 

② 中断はマッチ した プロバラムで 研修継続が困難な 場合に用いる 例外的手段であ る。 プ 

ログラムが気に 入らない等の 理由で変わるのは、 マッチンバ制度の 理念に反するので、 

認めるべきではないのではないか。 

③ 中断の判断を 下す前に地方厚生 局 に相談することも 大切ではないか。 

④ 中断判定までの 手続きを明確化すべきではないか。 特に医師としての 適性の判断を 行 

ぅ 場合にはきちんとすべき。 

⑤ 中断の基準をマッチンバ 協議会における 基準とそろえるべきではないか。 

⑥ 管理者が研修医本人からの 中断の申出を 受けた場合、 必要に応じて 事実関係の調査を 

行 う とともに、 研修医の意見を 十分聞いた ぅ えで、 管理者の単独判断ではなく、 研修の 

関係者と十分協議するための 仕組みが必要ではないか。   
[ 以下、 議論未了 ] 

0  評価結果 ( 未 修了、 中断 ) に対する不服があ る場合の取扱い 
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